
当局が不動産登記法第１４条第１項に規定する地図作

成作業により設置した基準点は，測量法第２１条及び

第３９条に基づき，管轄登記所において公開していま

すが，８月末日をめどに当ホームページ上においても

公開することとしましたので，お知らせします。


